
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
関
す
る
事
項

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
及
び
公
金
事
務
の
委
託
に
関
す
る
事
項

１

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
等
の
要
件
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
三
条
関
係
）

２

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
又
は
支
出
の
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
公

金
の
範
囲
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
七
十
三
条
の

三
第
一
項
関
係
）

３

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
よ
る
徴
収
し
た
歳
入
又
は
収
納
し
た
歳
入
等
の
払
込
み
の
方
法
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
三
条
の
二
第
二
項
関
係
）

二

公
共
工
事
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
が
前
金
払
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
割
合
に
関
す
る
事
項

東
日
本
大
震
災
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
（
東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
施
行
す

る
公
共
工
事
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
が
前
金
払
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
割
合
の
特
例
を
定
め
た
規
定
を

削
除
す
る
こ
と
。
（
地
方
自
治
法
施
行
令
旧
附
則
第
七
条
第
二
項
関
係
）



三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
関
す
る
事
項

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
に
お
け
る
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任

用
職
員
に
係
る
期
末
手
当
等
の
範
囲
に
勤
勉
手
当
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
五
条
の
二

第
二
項
関
係
）

第
三

そ
の
他
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

施
行
期
日
等

一

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
改
正
令
附
則
第
一
条
関
係
）

二

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
、
施
行
日
の
前
日
に

お
い
て
現
に
公
金
の
徴
収
若
し
く
は
収
納
又
は
支
出
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
て
い
る
者
に
当
該
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
改
正
令
附
則
第
二
条
第
一
項
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
改
正
令
附
則
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
及
び
第
四
条
関



係
）


